
委託業務処理要領

除雪業務の処理については、委託契約書の定めによるほか、この委託業務処理要領の
定めによる。

１ 使用する機械及び作業員

本業務に使用する機械は、次のとおりとする。
除雪ドーザ（汎用２．１㎥）

２ 除雪の範囲

北海道留萌家畜保健衛生所ＢＳＥ検査室敷地の別添図面で示す区域のうち、委託者が
指示する場所とする。

３ 作業計画

受託者は、委託契約締結後、速やかに作業従事者名簿（機械作業に従事する者については、

運転免許証の写し及び車両系建設機械技能講習修了証の写し又は同等の資格を有する証明を

添付すること。）を提出し、委託者の承諾を得るものとする。

４ 除雪の方法

（１）敷地については、概ね１５センチメートル以上の降雪がある場合、委託者の勤務日（日

曜日、祝日及び１２月３１日から１月３日までを除く日。）の午前８時３０分までに歩行

及び車両の通行並びに駐車等に支障のない状態に除雪すること。

（２）その他の区域及び委託者の勤務日以外の除雪については、業務担当員の指示があった場

合に行うこと。

（３）敷地での作業は、スノーポール等を設置して実施するものとし、作業に当たっては、委

託者の施設、通路、縁石等を破損することのないよう十分注意すること。

なお、スノーポール等の設置については、除雪作業の準備行為にあたるため、除雪作業

時間には含めないものとする。

（４）作業の実施にあたり、除雪機械のタコメーター（作業記録用紙）を必ず起動させるもの

とする。

５ 作業の確認及び報告

受託者が作業を実施した場合は、その作業完了後、別紙「除雪作業記録表」にタコメ
ーター（作業記録用紙）の写しを添付して、委託者の指定する職員へ提出し、委託者の
確認を受けなければならない。

６ その他
(１) この要領に定めのない事項であっても、現場の状況に応じ、軽微な作業で委託者が
必要と認めた作業は、委託者、受託者協議の上、実施するものとする。

(２) この要領に定めのない事項、不測の事態により要領によりがたい場合については、
業務担当員の指示によるものとする。


